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上記のとおり申し込みます。
平成　　年　　月　　日
（財）兵庫県社会保険協会　　　　支部長　様

事業所所在地

事 業 所 名 称

申込責任者氏名

電 話 番 号

年　　　　　月　　　　　日

〒 －

印

★上記申込書記載順の投球順となります。（前日まで変更可）

平成22年度協会費納入年月日

●被扶養者認定の取扱いについて
●国民年金第3号被保険者制度について
●厚生年金保険の保険料率が本年9月分から改定されます
●高額介護合算療養費制度について
●生活習慣病予防健診機関の追加について
●協会けんぽ兵庫支部メールマガジン配信サービスのご案内
●「社会保険実務講習会」および「社会保険ボウリング大会」参加者募集中！

特　集

●競技方法
①　1チーム3名で編成し、1人2～3ゲーム（支部により異な
る）の投球を行いトータルスコアの合計点で団体戦の順
位を決定する。また、この時に個人戦の得点も兼ねる。

②　ハンデは、女子1ゲームにつき20点とする。
③　大会当日3名そろわなかったチームは、個人戦のみの参
加とする。

●表彰【参加チーム・参加人数により変更することが
あります】
①　団体の部　　優勝、準優勝
②　個人の部　　優勝、準優勝、飛び賞等
③　参加者全員に参加賞

●留意事項
①　申込みは、右記の様式（コピー可）で
　　平成22年10月15日（金）までに
　　〒650-0012　神戸市中央区北長狭通4-9-26
　　（財）兵庫県社会保険協会事業係 宛
　　参加金（ゲーム代相当）と一緒に現金書留で送付してく
ださい。

②　受付は先着順とし、定員になり次第締め切らせていただ
きます。

③　直前で参加を取り消された場合は、参加金をお返しでき
ない場合があります。

④　貸し靴は自己負担でお願いします。
※申込書にご記入いただきました情報は、本件ご利用に関すること以外には使用いたしません。

掛金は、年金の型と口数の組み合

わせで自由に設定ができ、あなた

にぴったりのプランがつくれます。

また、口数単位であれば、加入後

に途中変更も可能。各型の掛金額

は加入時の年齢により異なります

ので、詳しくは国民年金基金まで

お問合せください。

90120-65-4192
ローゴ ヨ イ ク ニ

●詳しい情報はホームページでもご覧いただけます。
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通5-1-14　神戸商工貿易センタービル10F

月～金
9:00～17:30

国民年金基金の3つのメリット
掛金は自由に設定。少ない掛金でも始
められ、将来も一定です。1
掛金は全額所得控除で、税金がお得。
万が一の時には、ご家族に一時金も。2
基本は終身年金。だから一生涯お受取
り。確実に自分の年金につながります。3

自営業、フリーランスの方など、国民年金の保険料を納めている60歳未満
の方（国民年金の第1号被保険者）がご加入できる公的な年金制度です。

兵庫県国民年金基金 検 索

お問い合せ・資料請求は
フリーダイヤルで
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被扶養者認定の取扱いについて
　健康保険では、被保険者本人だけではなく、その扶養家族にも、病気・けが・死亡または出産について保険給付
が行われます。
　この扶養家族のことを健康保険では「被扶養者」といいますが、その「被扶養者」となるためには、以下のような
条件があります。また被扶養者に該当していることを年金事務所に届け出て認定を受けることが必要です。

（1）主として被保険者の収入によって生計を維持している次の人
ア　被保険者の直系尊属
　被保険者の父母、祖父母、曾祖父母等で、配偶者の父母等は
次の（2）で説明します「3親等内の親族」に入ることになります。
イ　被保険者の配偶者
　配偶者には事実上婚姻関係と同様の事情にある人、すなわち
内縁関係にある配偶者も含まれます。
　ただし、この場合の内縁とは届け出をすれば当然に法律上の
配偶者となり得る状態にある人でなければなりません。

ウ　被保険者の子、孫および弟妹
　子とは、民法上の実子、養子のことをいいます。

（2）主として被保険者の収入によって生計を維持し、かつ被保険者
と同一世帯に属している次の人
ア　前記ア、イ、ウ以外の3親等以内の親族
イ　内縁関係にある配偶者の父母および子
　これらの親族等の場合は、（1）の親族と違って「被保険者と同
一世帯に属していること」というもう一つの要件が必要となりま
す。
　「同一世帯」とは、「被保険者と住居および家計を共にする」こ
ととされています。
　なお、3親等の親族については下図を参考にしてください。

被扶養者の範囲

　前記「被扶養者の範囲」の説明で、「主として被保険者の収入によ
り生計を維持している人」の認定は、次の基準で取扱うこととされて
います。
（1）認定の対象となる家族（以下「認定対象者」といいます）が被保

険者と同一世帯に属している場合は、原則として認定対象者の
収入がないか、または恒常的な年間の総収入の額が130万円
未満で、被保険者の年収の半分未満であるときは被扶養者とな
ります。
　ただし、認定対象者の年収が被保険者の年収の半分以上で
あっても、年収が130万円未満で、被保険者の年収を上回らな
いときは、その世帯の生計の状況を総合的にみて、被保険者が
生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは被扶
養者として取扱われます。

（2）認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合は、認定
対象者の収入がないか、または恒常的な年間の総収入の額が
130万円未満であって、かつ被保険者からの援助金（仕送り額）
より少ないときは原則として被扶養者として取扱われます。

（3）認定対象者が60歳以上の人である場合、またはおおむね厚生
年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の
障害者である場合については、収入の基準が180万円未満と
されています。

　以上、（1）から（3）までの基準によって取扱われるのが原則です
が、実際には、生活実態がさまざまですので、（1）から（3）までの取
扱いにより認定を行うことが生活実態に著しくかけ離れたものとな
り、社会通念上妥当性を欠くと認められる事例については、その具体
的な事情に照らして最も妥当と認められる取扱いをすることになり
ます。
　このようなことから、被保険者、事業主の皆さんは被扶養者の届
け出をされる場合、「健康保険被扶養者（異動）届」の各項目につい
てもれなく正確に記入し、届け出るように留意しましょう。
　また、20歳以上60歳未満の配偶者が被扶養者に認定された場
合は、国民年金第3号被保険者となりますので「健康保険被扶養者
（異動）届」と複写帳票になっております「国民年金第3号被保険者
資格取得・種別変更・種別確認（3号該当）・資格喪失・死亡・氏名・生年
月日・性別変更（訂正）届」についても正しく記入し、あわせて届け出
るようにしましょう。詳しくは、管轄の年金事務所にお問い合わせく
ださい。

生計維持の基準

国民年金第3号被保険者制度
第3号被保険者は、20歳以上60歳未満の方で、第2号被保険者に扶養されている方が該当します。

どんな時に届出が必要か？

A1: 第 3号被保険者になるとき
①結婚して夫（妻）の扶養に入る時
②退職して夫（妻）の扶養に入る時※
③収入が減少し夫（妻）の扶養に入れるようにな
った時
④就職した夫（妻）の扶養に入る時
⑤扶養に入っている妻（夫）が20歳になった時

○お届けは、原則として第2号被保険者の勤務する事業主が提出することになっています。

第3号被保険者の特例制度とは？
A : 過去に第3号被保険者該当届の提出がされていなかった為に第3号被保険者に該当しなかった期間
に対して、今から遡ってお届けいただける制度が、平成17年4月より始まりました。詳しくはお近くの
年金事務所へお問い合わせ下さい。

第3号被保険者の住所が変わった時は？
A : 第3号被保険者の方の住所が変わった時は、第2号被保険者の勤務先の事業主が住所変更届を提出
することになっています。提出忘れのないよう、ご注意ください。

A2: 第 3号被保険者でなくなるとき
①第3号被保険者の方が就職（厚生年金・共
済年金に加入）した時

②収入増加等で扶養から外れた時
③配偶者が退職（第2号被保険者の資格を喪
失）した時
④離婚した時
⑤第2号被保険者である配偶者が65歳の誕
生日を迎えた時

こんなときはご注意ください。
※退職（第2号被保険者の資格喪失）後、しばらくしてから
配偶者に扶養されるようになった。

（例）結婚の準備のために早めに退職し、しばらくしてから入
籍して扶養されるようになった。

→　このような場合、退職した時点で、国民年金第1号被保
険者の手続きをし、その後、配偶者に扶養されるようにな
った時点で、第3号被保険者のお届けをしていただくこと
になります。

第3号被保険者から第1号被保険者となりますので、お
近くの市区町村役場で種別変更の手続きを行ってくだ
さい。

就職先から被保険者取得届が提出されますので、届出
は不要です。

平成22年9月分（11月1日の納期分）から
厚生年金保険の保険料率が改定されます

（現行）
●一般の被保険者の方‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15.704％
●日本たばこ産業株式会社の被保険者の方‥‥‥‥ 15.704％
●旅客鉄道会社等の被保険者の方‥‥‥‥‥‥‥‥ 15.704％
●農林漁業団体の事業所の被保険者の方‥‥‥‥‥ 15.704％

（現行）
●坑内員・船員の被保険者の方‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥16.448％

（平成22年9月～）
16.058％

（平成22年9月～）
16.696％

　なお、保険料額表については、年金事務所より8月に送付されておりますが、日本年金機構のホーム
ページ（http://www.nenkin.go.jp/）からもご覧いただけます。お問い合わせ先は、管轄の年金事務所
となります。また、厚生年金基金に加入する方の保険料率については、加入する厚生年金基金にお問い
合せください。
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高額介護合算療養費制度について高額介護合算療養費制度について
　医療保険と介護保険の両方のサービスを利用されている（注）世帯の自己負担が高額になった場合、申請に
より払い戻しが受けられます。
（注）医療保険・介護保険いずれかの負担がない場合は対象となりません。

基準額（高額介護合算療養費の自己負担限度額）
（※1）上位所得者とは標準報酬月額が53万円

以上の被保険者（70歳未満）とその被扶
養者をいいます。

（※2）現役並み所得者とは標準報酬月額が28
万円以上の被保険者（70歳～74歳）とそ
の被扶養者をいいます。

（※3）被保険者が市区町村民税非課税の場合
（Ⅱ）のうち、世帯員全員の所得が年金収入
80万円以下等の場合をいいます。

■申請から支給までの流れ

介護保険に申請する

介護保険者（市区町村）に申請を行います。
市区町村では、申請受付後、「介護保険自己負担額証明書」を申請者に交付します。

医療保険に申請する

高額介護合算療養費支給申請書に「介護保険自己負担額証明書」を添付して、7月31日現在加入の医
療保険者に申請を行います。

支給額が決定される

医療保険者への申請受付後、医療保険と介護保険からの支給額が算定されます。

医療保険・介護保険それぞれから支給を受ける

医療保険、介護保険それぞれから、支給されます。

生活習慣病予防健診
実施機関の追加について
生活習慣病予防健診
実施機関の追加について

平成22年9月1日付で新たに下記の健診機関と契約を締結しましたので、
ご利用ください。

※詳しくは、大久保病院健康管理センターにお問い合わせください。

兵庫支部メールマガジン
配信サービスのご案内

　兵庫支部では、加入者の皆様への新たな情報発信ツールとして、平成22年8月より
メールマガジンの配信を開始しております。健康保険に関する最新情報や制度改正、給
付金申請手続き、健診のご案内等、事業主・加入者の皆様にとって有益な情報をいち早
くお届けいたします。
　パソコンのEメールアドレスをお持ちの方であれば、どなたでも無料でご利用いただけ
ますので、ぜひご登録ください。

登録から配信までの流れ

ステップ1
パソコンから登録を
行います。

登録につきましては、協会けんぽ兵庫支部のホームページからお手続きください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,44612,99,619.html

制度
所得区分
上位所得者（※1）

現役並み所得者（※2）

一般所得者

医療保険＋介護保険
70歳未満の方 70歳～74歳の方

126万円

67万円

34万円

67万円

56万円

31万円
19万円

市区町村民税
非課税者

Ⅱ
Ⅰ（※3）

■制度の概要
　医療保険における同世帯（7月31日時点での被保険者の方および被扶養者の方）で、計算期間中（毎年8
月から翌年7月）の医療保険の一部負担金※と介護保険の利用者負担額※を合計した額が下記の基準額を超え
た場合に医療保険と介護保険からそれぞれ払い戻されます。ただし払戻額が501円以上の場合に限ります。

※高額療養費・高額介護サービス費を除く自己負担額が対象となります。70歳未満の方の医療費につい
ては同一の月に同一の医療機関での負担額が2万1千円以上ある場合に合算対象となります（食事代・
室料差額等は含みません）。

健 診 機 関 名

所 在 地

健診機関コード

電 話 番 号

大久保病院　健康管理センター

明石市大久保町大窪2095-1

2812002430

078-935-2636

ステップ2
メールアドレス
登録後完了メールが
届きます。

ステップ3
登録した

メールアドレスに
メールマガジンが
届きます。登録完了

しました

ご
利
用

く
だ
さ
い

高額介護合算療養費制度についてのお問い合わせ先

全国健康保険協会　兵庫支部　業務グループ　　TEL（078）252-8703（直通）
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「社会保険実務講習会」協会だより 「社会保険ボウリング大会」参加者募集中！
■「社会保険実務講習会」にご参加を！
　11月の社会保険実務講習会は新規適用事業所・新任事務担当者を対象として開催を予定しております。
　下記の要領で実施いたしますのでぜひご参加ください。

無　料
10月8日（金）必着
　受講希望の方は、締め切り日までに申込書（コピー可）に必要事項をご記入いただき、下記宛先までお
申込みください。
　後日、応募結果等について通知いたしますので、必ず返信用封筒に宛先ご記入の上、80円切手を貼っ
て同封してください。
　応募者多数の場合は抽選とします。
　【会員以外の参加者については3,000円（実費程度）が必要です。】
　【受講申込時に協会への加入申込みをされた場合、参加費は不要です。
　講習会参加申込書の協会加入欄＊に○印をご記入ください。】

●参 加 費
●応 募 締 切
●募 集 方 法

実務講習会スケジュール

申込・
問い合わせ先

〒650-0012　神戸市中央区北長狭通4丁目9-26
財団法人兵庫県社会保険協会　講習会係　　電話　078-393-0211

講 習 会 参 加 申 込 書

※上記情報は、申込・受付事務および応募結果発送以外に使用いたしません。

（2名まで参加可）

1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 加 入 希 望

※専用駐車場（無料駐車場）を完備していない会場、駐車台数に制限がある会場等がありますのでご来場の際には、公共交通機関を利用していただきますようお願いいたします。

（ふりがな）
参 加 者 氏 名

事 業 所 名

所 在 地

参 加 会 場
希望会場番号に○印

連絡先電話番号

事業所整理記号

平成 2 2 年 度 協 会 費 納 入 年 月 日

年　　月　　日

＊ 協会加入

① ②

社会保険労務士
北野  香織 先生

社会保険労務士
沼澤  郁美 先生

社会保険労務士
宇谷  清 先生

社会保険労務士
西田  春一 先生

社会保険労務士
松永  和美 先生

13：30～16：30
（受付は15分前から）

13：30～16：30
（受付は15分前から）

13：30～16：30
（受付は15分前から）

13：30～16：30
（受付は15分前から）

13：30～16：30
（受付は15分前から）

姫路市市民会館　中ホール
　姫路市総社本町112番地
　　079-284-2800

加古川市立勤労会館　301号室
　加古川市野口町良野1739
　　079-426-1431

豊岡市民会館　講座室
　豊岡市立野町20-34
　　0796-23-0255

　尼崎市東難波町4丁目18-32
　　06-6481-4561

尼崎市立労働福祉会館　中ホール

神戸市勤労会館　308号室
　神戸市中央区雲井通5丁目1-2
　　078-232-1881

会場番号

1

会場・住所・ T E L 開 催 日 開 催 時 間 講 師 内 容

・厚生年金給付
全般

2

3

4

5

11月 9日（火）

11月11日（木）

11月11日（木）

11月18日（木）

11月25日（木）

■ 社会保険ボウリング大会参加者募集
　今回の募集は4支部で、被保険者の皆様の体育活動を奨励し、健康の保持増進を
図ることを目的として、恒例のボウリング大会を下記のとおり開催いたしますので、
奮ってご参加ください。

西宮支部

西宮年金事務所管内の事業所‥‥‥定員23チーム（69名）1事業所4チームを限度

（財）兵庫県社会保険協会西宮支部主催　第38回社会保険ボウリング大会

◇日　時：平成22年11月12日（金）集合　午後6時00分　開始　午後6時30分

◇場　所：BOWLトマト　西宮市室川町　電話0798-72-9011

◇参加金1チーム3,600円（2ゲーム）

加古川支部

加古川年金事務所管内の事業所‥‥‥定員20チーム（60名）

（財）兵庫県社会保険協会加古川支部主催　第19回社会保険ボウリング大会

◇日　時：平成22年12月3日（金）集合　午後6時00分　開始　午後6時30分

◇場　所：ニッケパークボウル　加古川市加古川町寺家町　電話079-427-8900

◇参加金1チーム2,100円（2ゲーム）

豊岡支部

豊岡年金事務所管内の事業所‥‥‥定員10チーム（30名）

（財）兵庫県社会保険協会豊岡支部主催　第3回社会保険ボウリング大会

◇日　時：平成22年11月21日（日）集合　午前10時15分　開始　午前10時45分

◇場　所：ジョイプラザ豊岡店　豊岡市加広町　電話0796-29-0102

◇参加金1チーム1,800円（2ゲーム）

姫路支部

姫路年金事務所管内の事業所‥‥‥定員30チーム（90名）1事業所2チームを限度

（財）兵庫県社会保険協会姫路支部主催　第21回社会保険ボウリング大会

◇日　時：平成22年11月19日（金）集合　午後6時15分　開始　午後6時45分

◇場　所：姫路スターレーン　姫路市南畝町　電話079-222-2091

◇参加金1チーム4,770円（3ゲーム）

（※競技方法・留意事項等については、裏面をご覧ください。）
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第　回社会保険ボウリング大会申込書
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ー
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事業所整理記号
及　び

被保険者番号

（ふりがな）
被保険者氏名
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備 考

S
H
S
H
S
H
S
H
S
H
S
H
S
H
S
H
S
H

男
女
男
女
男
女
男
女
男
女
男
女
男
女
男
女
男
女

.

.

.

.

.

.

.

.

.

・　 ・

・　 ・

・　 ・

・　 ・

・　 ・

・　 ・

・　 ・

・　 ・

・　 ・

A

B

C

上記のとおり申し込みます。
平成　　年　　月　　日
（財）兵庫県社会保険協会　　　　支部長　様

事業所所在地

事 業 所 名 称

申込責任者氏名

電 話 番 号

年　　　　　月　　　　　日

〒 －

印

★上記申込書記載順の投球順となります。（前日まで変更可）

平成22年度協会費納入年月日

●被扶養者認定の取扱いについて
●国民年金第3号被保険者制度について
●厚生年金保険の保険料率が本年9月分から改定されます
●高額介護合算療養費制度について
●生活習慣病予防健診機関の追加について
●協会けんぽ兵庫支部メールマガジン配信サービスのご案内
●「社会保険実務講習会」および「社会保険ボウリング大会」参加者募集中！

特　集

●競技方法
①　1チーム3名で編成し、1人2～3ゲーム（支部により異な
る）の投球を行いトータルスコアの合計点で団体戦の順
位を決定する。また、この時に個人戦の得点も兼ねる。

②　ハンデは、女子1ゲームにつき20点とする。
③　大会当日3名そろわなかったチームは、個人戦のみの参
加とする。

●表彰【参加チーム・参加人数により変更することが
あります】
①　団体の部　　優勝、準優勝
②　個人の部　　優勝、準優勝、飛び賞等
③　参加者全員に参加賞

●留意事項
①　申込みは、右記の様式（コピー可）で
　　平成22年10月15日（金）までに
　　〒650-0012　神戸市中央区北長狭通4-9-26
　　（財）兵庫県社会保険協会事業係 宛
　　参加金（ゲーム代相当）と一緒に現金書留で送付してく
ださい。

②　受付は先着順とし、定員になり次第締め切らせていただ
きます。

③　直前で参加を取り消された場合は、参加金をお返しでき
ない場合があります。

④　貸し靴は自己負担でお願いします。
※申込書にご記入いただきました情報は、本件ご利用に関すること以外には使用いたしません。

掛金は、年金の型と口数の組み合

わせで自由に設定ができ、あなた

にぴったりのプランがつくれます。

また、口数単位であれば、加入後

に途中変更も可能。各型の掛金額

は加入時の年齢により異なります

ので、詳しくは国民年金基金まで

お問合せください。

90120-65-4192
ローゴ ヨ イ ク ニ

●詳しい情報はホームページでもご覧いただけます。
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通5-1-14　神戸商工貿易センタービル10F

月～金
9:00～17:30

国民年金基金の3つのメリット
掛金は自由に設定。少ない掛金でも始
められ、将来も一定です。1
掛金は全額所得控除で、税金がお得。
万が一の時には、ご家族に一時金も。2
基本は終身年金。だから一生涯お受取
り。確実に自分の年金につながります。3

自営業、フリーランスの方など、国民年金の保険料を納めている60歳未満
の方（国民年金の第1号被保険者）がご加入できる公的な年金制度です。

兵庫県国民年金基金 検 索

お問い合せ・資料請求は
フリーダイヤルで




